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は　じ　め　に

　　　　　　　　　　　　　　　　市民一人ひとりが人権を

　　　　　　　　　　　　　　　 尊重するまちをめざして

　我が国においては、 基本的人権の尊重を基本原理の一つとする日本国憲法の下で、 人権に関する

諸制度の整備や様々な施策が講じられてきました。 一方で、 デジタル社会の進展や価値観の多様化

など、 近年の目まぐるしく変化する社会情勢の中、 人権問題は複雑化 ・ 多様化しており、 これらの

解決に向けたさらなる取り組みが必要とされています。

　また、 人権教育 ・ 啓発の推進におきましても、 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」 に

基づき国が策定した 「人権教育・啓発に関する基本計画」 や 「山口県人権推進指針」 などを踏まえ、

家庭、 学校、 地域社会、 職場など様々な場において、 きめ細やかな施策が求められています。

　このような状況の中、 本市におきましては、 令和 5 年度から令和 9 年度までを計画期間とする 「第

二次山口市総合計画後期基本計画」 において、 「人権を尊重し、 あらゆる人が自分らしく活躍でき

る共生社会の推進」 を施策の 1 つに掲げ、 人権施策を総合的に推進するための方向性や方策等を示

す 「山口市人権推進指針」 に基づき、 誰もがお互いに認め合い、 『市民一人ひとりが人権を尊重す

るまち』 の実現に向け、「いのち （生命）」 「じゆう （自由）」 「びょうどう （平等）」 「きょうどう （協働）」

をキーワードに各種人権施策に取り組んでいるところです。

　今後とも、 国や県等の行政機関や民間団体と緊密な連携を図りながら、 市民の皆様とともにこれら

の施策の推進に取り組んでまいる所存でございます。

　本冊子は、 本市における前年度の実績や、 今年度の事業計画などをお示ししております。 市民の

皆様をはじめ関係団体の皆様方には、 どうか今後とも、 本市の取り組みに御理解とさらなる御協力

を賜りますようお願いいたします。

　令和 8 年 （２０２６年） 4 月 

 

山口市長 伊藤　和貴　
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～市民一人ひとりが人権を尊重するまちをめざして～

1　基本方針

 　「山口市人権推進指針」 に掲げる 『市民一人ひとりが人権を尊重するまち』 の実現に向けて、 家

庭、 地域、 職場、 学校などにおいて、 市民、 ＰＴＡ及び地域人権学習推進組織等と連携しながら、

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」 に基づき策定された 「人権教育 ・ 啓発に関する基本

計画」、 「山口県人権推進指針」 を踏まえ、 令和 5 年 3 月に策定された 「第二次山口市総合計画　

後期基本計画」 の基本施策としての 「人権を尊重し、 あらゆる人が自分らしく活躍できる共生社会

の推進」 をめざし、 人権教育 ・ 啓発活動を総合的かつ効果的に推進します。

２　行政における取り組み

市におけるあらゆる行政分野で、 人権尊重の理念を基礎とした取り組みを積極的に推進します。

　(1)　行政での推進体制の確立

・ 　行政全体での共通理解と関係部局等との連携

・ 　目標及び計画等の設定

　(2)　審議会の開催

・ 　人権施策推進審議会にて、 人権に関する施策について審議

　(3)　研修等の充実

・ 　職員の人権意識の高揚を図る研修の充実

・ 　※　 山口市人権学習講座 （全１１回）、 人権講演会、 山口市人権教育推進委員研修 （1 回）、 山

口市企業 ・ 職場人権学習連絡協議会研修 （2 回） は、 職員課と連携して市職員の人権研

修の場として提供します。 開催については 「じんけんミニレター」 で各課へ周知します。

　(4)　人権啓発の推進

・ 　広報紙、 ホームページ等を活用した啓発の実施

・ 　啓発資料の整備、 情報の提供

３　学校における取り組み

子どもの発達の段階に即し、 幼稚園を含めた学校の教育活動全般を通して人権尊重の意識を高め、

一人ひとりを大切にする人権教育を組織的 ・ 計画的に推進します。

　　　　　　（重点事項）　一人ひとりを大切にする授業づくりの実践

　(1)　家庭、 関係機関等と連携した推進体制の確立

　(2)　学校、 地域の実情を踏まえた目標の設定や、 全体計画の作成

　(3)　人権尊重の視点に立った指導の充実

　(4)　子どもの人権が尊重される環境づくり

　(5)　人権教育研究推進校制度をはじめとする、 人権意識の高揚をめざした研修 ・ 研究等の充実
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４　地域社会における取り組み

　人権意識の高揚をめざし、 市民、 民間団体、 企業 ・ 事業所等との連携を図りながら、 地域社会

における学習機会の充実に努めます。

　

　(1)　多様な学習機会の充実

・ 　人権課題及びニーズに応じた人権学習講座の開設

・ 　人権講演会の開催

・ 　地域交流センターの活動への支援

・ 　市民の自主的な人権学習への支援

・ 　地区人権学習推進組織の取り組みへの支援

・ 　企業 ・ 事業所における研修会への支援

　(2)　指導者の養成と支援体制の充実

・ 　山口市人権教育推進委員会の設置及び研修の実施

・ 　企業 ・ 事業所における指導者の育成及び研修への支援

　(3)　家庭教育の充実

・ 　家庭と学校が連携した人権学習研修活動への支援

・ 　ＰＴＡ、 婦人会等の社会教育団体の取り組みへの支援

５　相談 ・ 支援体制の充実

・ 　法務局等相談機関との連携

・ 　相談機関等に関する情報の提供

６　事業計画

事　業 事　業　名 内　　　　容 時　期 備　　　　考

行政におけ
る取り組み

山口市人権推進
本部

行政での推進体制
目標及び計画等の設定

5 月、 随時 関係部局

山口市人権施策
推進審議会

審議会の開催 随時

職員研修 人権関係職員研修
新規採用職員研修(前期)

通年
4 月

職員課
　 〃

広報紙等による
啓発

山口市の人権教育 ・ 啓発
人権推進室だより
市報やまぐちに掲載

随時 市民への配布

人権啓発ホーム
ページの充実

人権に関する情報の提供 通年

人権啓発視聴覚
教材の整備

人権学習・ 啓発ビデオ・
DVDの購入及び市民、企業・
職場、 PTA等への貸出

通年 市 民、 企 業 ・ 職 場、
PTA 等

人 権 週 間 街 頭 ・
巡回啓発

チラシ配布等の街頭啓発
及び市内学校を巡る広報
車による巡回啓発

12 月 ( 人権
週間期間中 )

法務局、 県、 市 ・ 市教
育委員会等
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事　業 事　業　名 内　　　　容 時　期 備　　　　考

学校におけ

る取り組み
人権教育研究推

進校委託

学校人権教育充実のため

推進校を指定

1 年

5 月～ 2 月

小 ・ 中学校各 1 校

山口地区学校人

権教育研修会

幼 ・ 小 ・ 中 ・ 高校の教育の

一貫した人権教育をめざ

した研修の実施

8 月 幼・小・中・高・県立学校

( 小・中学校新規採用・

転入教員を含む。 )

人権啓発に係る

児童生徒作品募

集

小 ・ 中学校児童生徒の人

権啓発作品 ( ポスター ) の

募集

5 月～ 9 月 県の募集に併せ実施

地域社会に

お け る 取 り

組み

山口市人権学習

講座

様々な人権問題について

市民への学習機会の提供

6 月

　　～ 1 １月

市民、 企業 ・ 事業所、

PTA 等

市内各地区１１講座

人権講演会 人権の尊重と学習の大切

さをアピールするイベント

等の開催

人権ポスター ・ 作文等の

表彰

12 月 13 日 市民、 企業 ・ 事業所、

PTA 等

会場 ： 小郡地域交流セ

ンター

山口県人権ふれ

あいフェスティバ

ル

様々な人権問題について

考える機会として、 開催さ

れる講演会等に参加

12 月 19 日 防府市地域交流セン

ター 「アスピラート」

地域交流センター

における人権学習

支援

地域交流センター、 社会教

育関係団体の人権学習へ

の教材、 講師等の支援

通年

地域人権学習推

進活動委託

地区人権学習推進組織に

人権学習活動実施を委託

5 月～ 3 月 地区人権学習推進協

議会

地域 ・ 職場講師派

遣

人権についての理解の促

進を図るため、 事業所等

に講師や助言者を派遣

通年 地域交流センター、 事

業所等

山口市人権教育

推進委員研修

指導者としての資質向上

のための研修

6 月

山口市企業 ・ 職

場人権学習連絡協

議会支援

企業 ・ 職場人権学習連絡

協議会の研修会等への支

援

7 月 ・ 1 月 山口市企業 ・ 職場人権

学習連絡協議会会員

家庭と学校が連

携 し た 人 権 学 習

研修活動委託

家庭と学校が連携した人

権学習研修活動の委託

5 月～ 3 月 認定こども園、 幼・小・

中学校 PTA 等の社会

教育関係団体

相談 ・ 支援

体制の充実

山口人権擁護委

員協議会助成

山口人権擁護委員協議会

の活動への助成

山口人権擁護委員協

議会

法務局等相談機

関との連携

法務局人権相談、 特設相

談所開設の周知

通年

相談又は相談機

関の紹介

人権関係相談機関に関す

る情報提供

通年

※　�山口市人権学習講座、 山口市人権講演会、 山口市人権教育推進委員研修、 山口市企業 ・ 職場人権

学習連絡協議会研修は、 職員課と連携して市職員の人権研修の場として提供します
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～市民一人ひとりが人権を尊重するまちをめざして～

1　行政における取り組み

　(１)　山口市人権推進本部
　令和 7 年 5 月２６日　令和 7 年度 第 1 回山口市人権推進本部会議を開催し、 行政における

取り組みにおいて 「(3) 研修等の充実」 として、 山口市人権学習講座、 山口市じんけんフェス

タ、 山口市人権教育推進委員研修、 山口市企業 ・ 職場人権学習連絡協議会研修を市職員の

人権研修の機会として提供する取り組みを盛り込んだ「令和 7 年度山口市人権教育・啓発計画」

について審議し了承されました。

　なお、 「第７７回人権週間」 及び 「山口市じんけんフェスタ」 について周知しました。

　(2)　職員研修
　令和 7 年 4 月 4 日　新規採用職員研修を開催 （参加者 : ５６人）

　山口市人権学習講座、 山口市じんけんフェスタ、 山口市人権教育推進委員研修、 山口市企

業・職場人権学習連絡協議会研修は、職員課と連携して市職員の人権研修の場として位置付け、

各課には毎月 「じんけんミニレター」 を発行して周知を行い、 多くの職員が研修に参加すること

ができました。

　(3)　広報紙等による啓発
　　 ○　市報やまぐち

「市報やまぐち」 に、 特設 ・ 常設の人権相談窓口の案内や人権週間 （１２月 4 日～１０日）、 山

口市人権学習講座、 山口市じんけんフェスタなどを掲載し、 人権学習 ・ 啓発に関わる事業への

参加を広く呼びかけました。 ( 全戸配布 )

　　 ○　山口市の人権教育 ・ 啓発

冊子 「山口市の人権教育 ・ 啓発」 に令和 7 年度山口市人権教育 ・ 啓発計画及び前年度に実施

した事業や実践事例を掲載して、 市内の学校や地域交流センターなど関係機関に配布しました。

　　 ○　山口市人権推進指針

本市の人権施策を推進するための方向性や方策等を示す基本指針を策定した 「山口市人権推

進指針 （概要版）」 を、研修会や人権学習講座等において、配布するとともに周知に努めました。

　　 ○　人権推進室だより

「人権推進室だより」 に山口市人権学習講座や山口市人権教育推進委員、 山口市企業 ・ 職場

人権学習連絡協議会の研修会等の記事を掲載し、 人権学習講座受講者や地域交流センター、

市職員などに配布しました。

　　 ○　山口県人権推進指針

人権学習講座受講者に 「山口県人権推進指針 （概要版）」 を配布しました。

　(4)　ホームページによる啓発
　山口市ホームページにおいて、 山口市人権学習講座、 相談窓口一覧や啓発資料等に関する

情報提供を行いました。
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　(5)　人権啓発視聴覚教材の整備 （啓発ＤＶＤ）
人権学習の推進を図るための啓発用ＤＶＤを購入し、 市民や企業 ・ 職場、 各種団体への貸出を

しています。

【令和 7 年度購入】

君の景色を

　　　知ったとき
人権一般 一般

　私たちが日々身近に使っているものやサービスが、 人によって

は簡単には利用できないことがあります。 例えば、 財布の中の

クレジットカードや IC カード。 目が見えない人にとっては、 どれ

がどのカードなのか見分けることは簡単ではありません。

　本教材は、 障がいのある人や外国人、 子どもやお年寄りなど、

多くの人にとっての 「当たり前」 に不便を感じる人がいると気付

くこと、 そしてそれを人の力で支え合うことの大切さを描いたドラ

マです。

　視聴覚教材 （ビデオ ・ ＤＶＤ） 目録の検索方法 

①　�山口市ウェブサイト　人権啓発視聴覚教材 （ビデオ、 DVD) の貸出について　のページを

表示する。

　　　（https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/28/54551.html）

　　　右記 QR コードから、 または、 検索サイトで　山口市　人権　視聴覚教材

　　　で検索

②　項目　ＤＶＤ視聴覚教材一覧　にて PDF ファイルをクリック

　(6)　人権週間街頭 ・ 巡回啓発
　「第７７回人権週間」 において、 山口地方法務局、 山口人権擁護委員協議会等と協力し、 ゆ

めタウン山口での街頭啓発を実施しました。

− 5 −



2　学校における取り組み

　概　要�　山口市では、 「山口県人権推進指針」、 「山口市人権推進指針」、 「山口県人権教育推進資料」

に基づき、 子どもの発達段階に即し、 学校教育全体を通して人権尊重の意識を高め、 一人ひ

とりを大切にする教育を組織的 ・ 計画的に推進しています。

　(1)　人権教育研究推進校実践事例 （人権教育研究推進校委託）

 山口市立名田島小学校 

学校 ・ 保護者 ・ 地域が連携することを核とした人権教育推進の在り方

１　はじめに
　本校は、 「ともに高め合う名田島っ子の育成～仲間とともに　家庭 ・ 地域とともに～」 を学校教育目
標として、 基本的人権の意義や人権尊重の理念を正しく理解し、 実践的な人権感覚と人権の大切さ
に気づく豊かな感性を育成する人権教育の推進に努めている。 身に付けたい力として、 「自らに自信
をもち、 仲間とともによりよく伸びようとする力の育成」 を挙げている。 そこで、 家庭や地域と緊密に
連携しながら、 児童の成長に応じた教育活動を行っている。 その中で、 人権を尊重する意識を高め、
一人ひとりを大切にする教育を組織的 ・ 計画的に行っている。

２　具体的な取り組み
(1)　人権教育研修会
　　〇ねらい　　�学校における人権教育を、 授業参観や講演会を通して正しく理解してもらい、 保護者

や地域の方々の理解と協力を得て、 人権教育の推進を図る。
　　〇期　日　　令和 7 年１１月１８日 （火）
　　〇日　程　　１３ ： ３０～１４ ： １５　授業参観 （各教室）
　　　　　　　　　 １４ ： ３０～１５ ： ３０　人権教育講演会 （体育館）

　　【人権参観日の授業内容】

学　年 教科等 教材名 ・ 題材名 ね　　　ら　　　い

1 年 道　徳 こころ　はっぱ
友達の気持ちや友達と仲良くすることのよさについて考
えることを通して、 友達と進んで関わり、 仲良くしようと
する心情を育てる。

2 年 道　徳 どんぐり
うそをついたり、 ごまかしたりしないで、 明るい心で生
活しようとする心情を育てる。

３ ・ 4 年 道　徳 プロレスごっこ
えみの行動について話し合うことを通して、 いじめが起
こったときにどうすればよいかを考え、 差別したり、 偏
見をもったりせずに人と接しようとする心情を育てる。

5 ・ 6 年 道　徳 どうすればいいんだ
登場人物の様々な行動について話し合うことを通して、
誰に対しても差別したり偏見をもったりすることなく、 公
正 ・ 公平に接しようとする態度を育てる。

　　�　授業においては 「参観のしおり」 を作成し、 授業のねらいや学校の
取組を事前に知らせ、 保護者や地域の方に参観していただいた。 特に
今年度は、 参観授業の中で、 保護者や地域の方にも考えを話していた
だいたり、 児童の話し合いに一緒に加わっていただいたりするなど、 参
加型の授業を各学年で実施した。
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　　�　この取組により、 保護者や地域の方にも人権意識を高めていただいたり、 児童にとって多角的で
多様な意見を聞いたりする機会になった。 （以下、 保護者の感想を示す）

　　【人権教育講演会内容】
　　講　師　高重　翔　様　（プロマジシャン）
　　演　題　「心を軽くする魔法」
　　内　容�　世界でも活躍されているプロマジシャンの高重さんに、 マ

ジックとお話を合わせた講演をしていただいた。 学校になか
なか馴染めずに過ごした学生時代の経験等をお話しされる
中で、 生きているだけで素晴らしいこと、 好きなことを全力
でやること、 周りの人を喜ばせることの大切さを伝えられた。
地域の方もたくさん来校され、 児童と一緒に高重さんのお話を聞くことで、 人権について考
える機会をもつことにつながった。 高重さんの数々の素晴らしいマジックと、 親しみやすい雰
囲気でのお話に児童や保護者が引き込まれるように聞き入っていた様子が見られた。

（２）　人権に関する教職員研修の実施
　　○期　日　令和 7 年 7 月 22 日 （火）
　　○内　容　 ・ 令和７年度　小 ・ 中学校等人権教育担当教員等研究協議会　復伝

　 ・ 令和７年度　管理職人権教育研究協議会　復伝

（３）　人権に関する研修視察の実施
　　○期　日　令和 8 年 2 月１３日 （金）
　　○研修先　福岡教育大学附属久留米小学校
　　○内　容�　研修先は 「『自立』 して学ぶ子供を育てる学習指導」 を研究主題としている。 本校の

人権担当教員が、 研修先の学校では人権を意識した学級づくりにどのように取り組んで
いるかを視察した。 １年生の授業を中心に参観をしたが、 相互協力をする姿が何度も見
られた。 そこには 「相手を思いやる ・ 大切にする」 意識が根底にあると感じた。 帰校し
てから、 その様子を復伝し、 校内で共通理解を図った。

（4）　人権に関する環境設定
　　○　人権に関する図書の紹介

　 人権参観日を含めた約 1 か月間、 図書室入口に人
権に関する本を並べた。 人種、 性別、 友情、 生命、
同和問題、 自身のこと、 世界のことなど様々なテーマ
やジャンルの本を並べた。 これらの本を借りたり、 図
書の時間に手に取ったりする児童も多かった。 保護者
からも 「こんな本があるんですね」 との発言があり、
新たな本との出会いに感動をもたれたように感じた。
児童が様々な本に接して人権意識の高まりにつながる
よう、 今回の研究委託事業費の一部で、 児童向けの
人権に関する本を購入した。 この取組が、 児童や保護者が人権への関心をもつ一助になればと
思う。
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３　成果と課題
　人権教育参観日を中心に、 保護者 ・ 地域の方に来校していただき、 児童の人権意識が向上する取
組に努めた。 特に、 参観授業において、 児童と保護者 ・ 地域の方が道徳科の内容を一緒に考え、 学
び合うことができたのは、 意義深いことであると考える。 また、 その後の人権講演会を一緒に受講し
たことも 「大人の学び」 につながる価値あるものだったと思う。
　今後も、 児童と大人が一緒に考える道徳授業の公開、 児童 ・ 家庭 ・ 地域が話題を共有できる講師
を招聘した研修会の実施、 人権意識を高めることにつながる環境整備に力を入れていきたい。
　このような学校 ・ 家庭 ・ 地域が連携した人権教育を進めることで、 自分も友達も大切にすることが
できる児童の育成、 及び望ましい人権意識を有する名田島地域になっていくことを目指したいと考え
る。

 山口市立徳地中学校 

豊かな心を育てる人権教育の推進豊かな心を育てる人権教育の推進

1　はじめに

　本校は、 「ふるさとを愛し、 広い視野をもって、 お互いに高め合おうとする生徒の育成」 を学校教

育目標として掲げている。 特に人権教育の視点では、 多様な立場や価値観に触れ、 自他を尊重しな

がら学び合う力を育てることを重視している。 生徒一人ひとりが、 さまざまな環境や背景をもつ他者と

向き合いながら、 「認め合い ・ 磨き合う」 関係づくりができるようになることは、 人権意識の基盤とな

る。 その姿を実現するために、日頃の授業や学校行事、地域とのつながりを生かした教育活動の中で、

道徳的心情の涵養を図る取り組みを進めてきた。

　今年度は特に、 人権に関わる学習機会を充実させ、 生徒の日常の気づきへとつなげることをめざし

て、 研修主題を 「お互いの価値観や個性を尊重することのできる心豊かな生徒の育成」 とし、 生徒

の心に響き、 考えを深められるような取組を意図的に行った。 研修の中では、 以下の三つを柱として

実践を進めた。

　　①学年ごとの授業研究 （道徳 ・ 特別活動 ・ 総合的な学習の時間）

　　②人権教育講演会

　　③図書室の人権コーナーによる啓発 （同和問題、 性の多様性に関する問題、 子どもの問題など）

　これらの取組を通して、 生徒が 「多様性」 や 「他者理解」 を自分のこととして捉える姿勢を育むこ

とをめざした。

２　取組の実際

(1)　道徳の授業における人権教育 【１１月１８日 （参観日として実施）】

　【1 年生】

○題材名　家族愛、 家庭生活の充実

○ねらい　�佐江子さんとお母さんとの関係やそれぞれの思いについて考

えることを通して、 愛し合い、 支え合う家族の絆のすばらしさ

を感じ、 家族に対して感謝と尊敬の念をもって敬愛する道徳

的心情を育む。

○資料名　「３６５×１４回分のありがとう」

○展　開　範読、 個人の感想、 班で共有、 発表、 振り返り

　【2 年生】

○題材名　よりよく生きる喜び

○ねらい　�すべてを捨ててもアガサを助けることを選んだジミーの思いやジミーを追い続けるベンの

心の変化について考えることを通して、 人間には気高く生きようとする心があることを理

解し、 人間として誇りある生き方を見いだそうとする道徳的実践意欲を培う。
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○資料名　「よみがえった良心」

・ 展　開　�範読、道徳ワークシート、個人の意見を考え班で共有、発表、

振り返り

　【３年生】

○題材名　差別や偏見のない社会

○ねらい　�ネルソン ・ マンデラがめざした理想の実現について考えること

を通して、 差別する人間の弱さと受け入れる者の強さに気づ

き、 正義と公正さを重んじ、 誰に対しても公平に接して、 差別や偏見のない世界の実現

に努める道徳的実践意欲を培う。

○資料名　「ネルソン ・ マンデラ」

○展　開　道徳ワークシート、 個人の意見を考え班で共有、 班ごとに発表、 まとめ作文

(2)　人権学習講演会 【１１月１８日】

○演　題 「こころのセンタク～いのちの喜ぶ方へ～」

○講　師　阿波ひろみ先生、 マウンテンマウスまぁしぃさん

心理カウンセラー ・ 幸せ体質アドバイザーの阿波ひろみ先

生をお招きして講演会を実施した。 阿波先生自らの体験を

通して見つめた命の尊さを絵本や詩で紹介された。 また、

まぁしぃさんの生演奏もあわせて、心に響く講演会となった。

　【生徒の感想】

・ �自分自身が健康であることに感謝し、 元気なうちに親へ恩返しをし

たり、 大切な人に愛や感謝を伝えたりして、 後悔のないように生きたいと思った。

・ �普段はなかなか言えない友達の良いところを互いに伝え合うことで、 自分も相手も認め合い、

大切にする気持ちをもつことができた。

・ �病気で苦しんでいる子供たちがいることを知り、 自分にできることとして、 身の回りで困っている

人への声かけや助け合いを大事にしようと思った。

・ �音楽とお話が重なることで命の大切さが心に深く響き、 一日一日を大切に、 幸せに生きていこう

と強く感じた。

(3)　図書室の人権コーナーによる啓発

　人権週間中、 図書室前に人権に関する書籍を集めたコーナー

を設置し、 生徒が日常的に人権について考えるきっかけづくりを

行った。 多様性や思いやり、 命の大切さ、 同和問題などをテー

マとした本を紹介することで、 生徒が自分の関心に応じて主体的

に人権に触れられる環境を整えた。 授業や行事以外の場面にお

いても、 人権を身近なものとして捉えられる啓発につながったと

考える。

３　考察

　本校では、 「お互いの価値観や個性を尊重することのできる心豊かな生徒の育成」 を研修主題とし、

道徳の授業や人権学習講演会、 図書室の人権コーナーによる啓発など日々の教育活動全般を通して、

人権意識を育んできた。 学年ごとの発達段階に応じた道徳の授業は、 生徒が自分自身や他者の在り
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方について考え、 人として大切にすべき価値に気付くよい機会となった。

　また、 人権学習講演会では、 講師の体験に基づく語りや音楽を通して、 命の尊さや感謝の大切さを

心で受け止める学びが実現した。 生徒の感想からは、 身近な人への感謝や、 困っている人への思い

やりなど、 人権を自分のこととして捉えようとする姿がうかがえた。

　これらの取組を通して、 人権教育は日常の教育活動全体を通して育まれるものであることを、 教職

員間で共有することができた。 今後も家庭 ・ 地域との連携を大切にしながら、 互いを認め合い、 より

よい人間関係を築こうとする生徒の育成に努めていきたい。

　今後の課題は、 普段行っている道徳の授業などにおいて、 地域の方の参加を促す取組を工夫し、

生徒が多様な立場や考えに触れる機会をさらに充実させていくことである。 地域との関わりを通して、

人権をより身近なものとして捉え、 日常生活の中で生かす力を育んでいきたい。

　(2)　教職員研修会

事　業　名 内　　　　容 実施日 備　　　考

山口市教育研究

会人権教育部会

研修会

○講演　 ・ �演題 「虹色の涙のおかげさま～あなたが

いるだけで～」

・ 講師　心理カウンセラー

　　　　　　 阿波　ひろみ

8 月２２日

小郡ふれあいセ

ンター

参加者 ： ５２人

山口地区学校人

権教育研修会

○講演　 ・ 演題 「人権教育の推進について」

・ 講師　山口県教育庁人権教育課　

　　　　　主　査　中野　　稔

7 月２４日

小郡地域交流セ

ンター

参加者 ： ６８人

山口市人権学習

講座 （講座１２）

○講演　 ・ 演題 「さまざまな人権問題」

・ 講師　山口市人権教育推進委員

　　　　　　 伊川　利通

１１月１３日

阿知須地域交流

センター

参加者 ： 9 人

第２回山口市小 ・

中学校フレッシュ

教員研修会

○講演　 ・ 演題 「人権教育の推進について」

・ 講師　山口市学校教育課

　　　　　指導主事　粟屋　裕介

11 月２０日

小郡地域交流セ

ンター

参加者 ： ４５人

　(3)　人権啓発に係る児童生徒作品募集

　令和 7 年度山口市人権啓発ポスター応募数は、 ６１ （出品数 26） で、 応募作品の特選 1、 入選
4、 佳作４点については、 令和 7 年１２月１４日開催の第 3 回山口市じんけんフェスタの会場に掲示し、
特選 ・ 入選者については、 山口市から表彰を行いました。

令和 7 年度山口市人権啓発ポスター審査結果令和 7 年度山口市人権啓発ポスター審査結果

【特選】 鴻南中学校　　2 年　山本　知佳

【入選】 嘉川小学校　　5 年　白石　萌々子　　　 湯田中学校　　 2 年　河村　緋咲
鴻南中学校　　 1 年　林　　 桜子　　　　　阿知須中学校　1 年　長谷　桜子

【佳作】 鴻南中学校　　1 年　石原　綾乃　　　　　鴻南中学校　　 1 年　後藤  優奈
大内中学校　　2 年　上原　夢香　　　　　阿知須中学校　2 年　木村　歩睦
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【応募数】

校　名 応募数 出品数
内　　　　　訳

特　　　　　　選 入　　　　　　選 佳　　　　　　作

平 川 小 学 校 ２ ２

嘉 川 小 学 校 １ １ １

大 内 小 学 校 １ １

大 内 南 学 校 ２ ２

中 央 小 学 校 １ １

湯 田 中 学 校 ８ ３ １

鴻 南 中 学 校 ８ ５ １ １ ２

大 内 中 学 校 １ １ １

小 郡 中 学 校 ２０ ５

阿知須中学校 １７ ５ １ １

計 ６１ ２６ １ ４ ４

3　地域社会における取り組み
　

　(1)　山口市人権学習講座

　幅広い人権課題に対する正しい理解と人権意識の高揚を図るため、 山口市人権学習講座を開催

しました。 令和 7 年度は、 延べ ４４５人の方に受講いただきました。

【講座 １】　5 月２２日 ( 木 )　小郡地域交流センター （３４人）

講義 ： 「性の多様性への正しい理解と人権」  　

講師 ： 金子　法子 （医療法人いぶき会 針間産婦人科　院長）

  〃  ： 田中　愛生 （田中ゲイ企画）

【講座 2】　5 月２７日 ( 火 )　小鯖地域交流センター （３５人）

講義 ： 「ヤングケアラーの現状と支援」

講師 ： 牛島　豊広 （周南公立大学人間健康科学部福祉学科　准教授）

【講座 3】　6 月１２日 ( 木 )　鋳銭司地域交流センター （３０人）

講義 ： 「子どもを取り巻くネット社会」

講師 ： 辻岡　博之 （やまぐち総合教育支援センター　ネットアドバイザー）

【講座 4】　6 月２６日 ( 木 )　湯田地域交流センター （３２人）

講義 ： 「いじめ問題の対応と未然防止にむけて

　　　　　－人権感覚を養う教育を－」

講師 ： 大石　由起子 （山口県公認心理師協会）

【講座 5】　7 月　３日 ( 木 )　吉敷地域交流センター （３９人）

講義 ： 「外国人市民から見た山口市での暮らし」

講師 ： ヘマ ・ ガルベス ・ ルイス （山口市国際交流員）
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【講座 6】　7 月２２日 ( 火 )　大内地域交流センター （２８人）

講義 ： 「子どもの権利をまもるために～子どもとおとなのいい関係～」

講師 ： 福田　みのり （山陽小野田市立山口東京理科大学共通教育センター准教授）

【講座 7】　8 月　５日 ( 火 )　佐山地域交流センター （２３人）

講義 ： 「日本におけるハンセン病政策の変遷と人権について」 

講師 ： 佐々木　耕治

　　　　　　　（山口県教育庁人権教育課　教育調整監）

【講座 8】　8 月２８日 ( 木 )　秋穂地域交流センター （８５人）

講義 ： 「発達障がい児の理解と支援

　　　　　　　　～全ての子どもたちが健やかに成長するために～」

講師 ： 須藤　邦彦

　　　　　　　（山口大学教育学部特別支援教育教室准教授）

【講座 9】　9 月１２日 ( 金 )　徳地地域交流センター （２４人 )

講義 ： 「超高齢社会における認知症との共生と予防」

講師 ： 兼行　浩史 （山口県立こころの医療センター　院長）

【講座 10】　１０月　２日 ( 木 )  嘉川地域交流センター （４８人）

講義 ： 「地域や家庭内でのハラスメント防止のために

　　　　　　一人一人ができること」

講師 ： 五百川　篤子

　　　　　　　（いおがわ社会保険労務士事務所　代表）

【講座 11】　１０月２１日 ( 木 )　大歳地域交流センター （２５人）

講義 ： 「障害者差別解消法と合理的配慮」

講師 ： 近藤　鉄浩 （宇部フロンティア大学短期大学部　副学長）

【講座 12】　 １１月１３日 ( 木 )　阿知須地域交流センター （４２人）

講義 ： 「さまざまな人権問題」

講師 ： 伊川　利通 （山口市人権教育推進委員）
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◎◎人人権権学学習習講講座座アアンンケケーートト 445名) 345名)

（回収率 78％)

★年代

20代以下 11

30代 15

40代 60

50代 68

60代 78

70代以上 108

無回答 5

345

★受講回数（本講座含め）

１回 151

２回 49

３回 36

４回以上 93

無回答 16

345

★講座を知ったきっかけは

市報、ホームページ 56

職場や所属団体 233

知人などの紹介 16

その他 40

無回答 0

345

★講座の受講について

自分から受講 213

誘われて受講 50

研修として派遣 70

その他 10

無回答 2

345

（講座参加者 (アンケート回収

令令和和７７年年度度講講座座11～～１１２２のの総総計計

11

15

60

68

78

108

5

0 20 40 60 80 100 120

20代以下

30代

40代

50代

60代

70代以上

無回答

151

49

36

93

16

0 20 40 60 80 100 120 140 160

１回

２回

３回

４回以上

無回答

56

233

16

40

0

0 50 100 150 200 250

市報、ホームページ

職場や所属団体

知人などの紹介

その他

無回答

213

50

70

10

2

0 50 100 150 200 250

自分から受講

誘われて受講

研修として派遣

その他

無回答
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★講座の内容について

大変満足 149

満足 153

普通 34

やや不満 3

不満 0

無回答 6

345

★講座で取り上げた人権課題について

大変よく理解できた 137

よく理解できた 162

普通 35

あまり理解できなかった 4

理解できなかった 0

無回答 7

345

149

153

34

3

0

6

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

大変満足

満足

普通

やや不満

不満

無回答

137

162

35

4

0

7

0 50 100 150 200

大変よく理解できた

よく理解できた

普通

あまり理解できなかった

理解できなかった

無回答
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（2） 第 3 回山口市じんけんフェスタ

【日　時】　令和 7 年１２月１４日 ( 日 )　10 ： 00 ～ 15 ： 30

【会　場】　カリエンテ山口　湯田温泉こんこんパーク

【主　催】　山口市　　山口市教育委員会　　山口地方法務局　　

山口人権擁護委員協議会 （山口人権啓発活動地域ネットワーク協議会）

山口市人権教育推進委員会

【後　援】　山口市自治会連合会　　山口市社会福祉協議会

山口市民生委員児童委員協議会

山口市ＰＴＡ連合会　　山口市連合婦人会

山口市企業 ・ 職場人権学習連絡協議会

○　表彰

山口市人権啓発ポスター児童生徒作品入賞者　 第４４回全国中学生人権作文コンテスト山口大会入賞者

特選　鴻南中学校　　2 年　山本　 知佳	 最優秀賞	 大殿中学校　　　　1 年　齋藤心都美

入選　嘉川小学校　　5 年　白石萌々子	 優秀賞	 野田学園中学校　3 年　山根　 拓海

入選　湯田中学校　　2 年　河村　 緋咲	 優秀賞	 川西中学校　　　　3 年　中村　 　 蓮

入選　鴻南中学校　　1 年　林　 　 桜子	 優秀賞	 大嶺中学校　　　　3 年　森　 　 明澄

入選　阿知須中学校　1 年　長谷　 桜子	 優秀賞	 白石中学校　　　　3 年　吉矢　 智亮

○　講演

演題 ： 「ガンが教えてくれたこと～自分に向き合って見つけた夢～」

講師 ： 木山　裕策 （シンガー）

(3)　山口市人権教育推進委員会の活動

○　委員の構成及び人数

 　�　山口市人権教育推進委員会設置規則 ( 平成１７年教育委員会規則第４０号 ) 第 2 条の規定により

４２名 ( 市内２１地区から各 2 名 ) を委嘱

○　活動

　７月	１０日	 山口市人権教育推進委員第 1 回研修会 ： 大内地域交流センター （３１人）

		  講演 ： 「困難な問題を抱える女性への支援」

		  講師 ： 小柴　久子 （NPO 法人山口女性サポートネットワーク　代表理事）　

１２月	１４日	 第 3 回山口市じんけんフェスタ ： カリエンテ山口　湯田温泉こんこんパーク

				    講演 ： 「ガンが教えてくれたこと～自分に向き合って見つけた夢～」

				    講師 ： 木山　裕策 （シンガー）

　２月	　５日	 山口市人権教育推進委員第 2 回研修会 ：  小郡地域交流センター （２４人）

				    ビデオフォーラム 「夕焼け」 ケアラー ～だれもが人権尊重される社会を～

(4)　山口市企業 ・ 職場人権学習連絡協議会の活動

○　会員数　　８４社 ( 令和 7 年 4 月 1 日現在 )

○　活動

　６月	２７日	 総会及び第 1 回研修会 ： サンフレッシュ山口 （１９人）

			   講演 ： 「職場をアップデート！ゼロからわかる LGBTQ ＋」

			   講師 ： 原田　昌洋 （レインボー山口）　

　１月	３０日	 第 2 回研修会 ： サンフレッシュ山口 （１７人）

			   講演 ： 「カスタマーハラスメントについて」
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			   講師 ： 弁護士法人　牛見総合法律事務所

			   　　　　　　弁護士　野中　崇之

(5) 地域 ・ 職場への講師派遣

職場への講師派遣　　2 件　　　　　　地域への講師派遣　　4 件

(6) 地区人権学習推進組織 ・ 地域交流センターの活動

各地区の主な学習活動 ( 学習会 ・ 講演会 ・ 啓発 DVD 視聴 ・ 視察など )

○　大殿地区

	 　９月	　1 日	 大殿小学校人権に関する標語の募集 （３００人）

	 　９月	３０日	 大殿地区人権講演会 （３０人）

				    講演 ： 「更生保護と人権」 

				    講師 ： 福永　俊明 （山口保護区保護司会）

	 　９月	３０日	 大殿小学校人権に関する標語の募集 （３０人）

	 　１月	３１日	 大殿地区人権学習のつどい （８０人）

				    講演 ： 「特別なニーズを有する子どもの理解と支援

				    　　　　　～すべての子どもたちが健やかに成長するために～」 

				    講師 ： 須藤　邦彦 （山口大学教育学部特別支援教室　准教授）

			   人権関連図書 4 冊購入

○　白石地区

	 １１月	　８日	 白石中学校人権学習講演会 （３８０人）　

				    講演 ： 「命の授業～ドリー夢メーカーと今を生きる～」 

				    講師 ： 腰塚　勇人 （講演家）

	 １１月	２８日	 白石地区人権学習推進講演会 （２２人）

				    講演 ： 「災害時の多様性を考える～やさしい避難所の取組事例から～」

				    講師 ： 坂本　京子 （元テレビ山口アナウンサー）

○　湯田地区

	 １１月	　８日	 湯田中学校人権学習講演会 （３００人）

				    講演 ： 「人生はドラマ　主人公はあなた　～笑顔の花を咲かせよう！～」 

				    講師 ： 神﨑　泰宏

	 　１月	２２日	 湯田小学校人権学習講演会 （３６０人）

				    講演 ： 「今までを力に、 ありがとうを未来に」

				    講師 ： 森廣　賢吾 （栃木県立盲学校　教諭）

	 　２月	１０日	 湯田地区人権学習推進大会 （３１人）

				    講演 ： 「地域や家庭内でのハラスメント防止のために」

				    講師 ： 五百川　篤子 （いおがわ社会保険労務士事務所　代表）

○　仁保地区

	 　６月	２１日	 仁保地区幼保小中地域人権学習会 （１５０人）

				    講演 ： 「大いに笑い楽しく学ぶ～ 「人」 を大切にする言葉のつかい方～」

				    講師 ： 塚田　拓司 （由宇亭拓の輔）

	 　１月	２６日	 人権関連図書 6 冊購入

○　小鯖地区

	 １０月	１７日	 人権教育講演会 小鯖小学校 （１５０人）
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				    講演 ： 「大いに笑い楽しく学ぶ～ 「人」 を大切にする言葉のつかい方～」

				    講師 ： 塚田　拓司 （由宇亭拓の輔）

	 　２月	２７日	 小鯖地区人権学習講座 （１２人）

				    講演 ： 「さまざまな人権問題」　

				    講師 ： 伊川　利通 （山口市人権教育推進委員）　

	 　３月	１３日	 人権関連図書 5 冊購入

○　大内地区

	 １１月	　９日	 大内地区じんけん学習まちづくり大会 （１５０人）

				    講演 ： 「グローバル社会のなかでのローカル社会」

				    講師 ： ウィルソン ・ エィミー （山口県立大学国際文化学部国際文化学科　教授）

○　宮野地区

	 　７月	　４日	 宮野地区人権学習講座 （１００人）

				    演題 ： 「そのひと言が誰かを傷つけていませんか？

				    　　　　　～地域と家庭での “思いやり” から始めるハラスメント防止～」

				    講師 ： 五百川　篤子 （いおがわ社会保険労務士事務所　代表）

	 １２月	２５日	 人権関連図書 7 冊購入

○　吉敷地区

	 　２月	１４日	 吉敷地区人権学習推進大会 （１００人）

				    演題 ： 「刑務所からのリクエスト」

				    講師 ： 佐藤　忠典 （長楽寺住職兼フリータレント）

○　平川地区

	 １１月	　４日	 人権教育講演会　平川中学校 （４２０人）

				    講演 ： 「今を生きる」

				    講師 ： Ｌｉｎｏ （末弘　真弓）

	 　１月	１６日	 人権教育講演会　平川小学校 （２００人）

				    講演 ： 「個性を伸ばして生きる」

				    講師 ： 大橋　広宣 （和田山企画代表、 映画コメンテーター、 フリーライター）

	 　２月	１３日	 人権関連図書 5 冊購入

○　大歳地区

	 　９月	１０日	 大歳地区人権学習推進協議会総会 （２０人）

	 １１月	１２日	 鴻南中学校人権教育講演会 （８００人）

	 １１月	２７日	 大歳小学校人権教育講演会 （８００人）

	 　２月	　５日	 人権だより発行

○　陶地区

	 １０月	１０日	 陶地区人権学習推進大会 （１５０人）

				    講演 ： 「～知ることの大切さ～その人らしく生きる～」

				    講師 ： 堀川　玄太、 堀川　貴美子 （ウォーターアート®パフォーマー）

○　鋳銭司地区

	 １０月	　７日	 人権学習参観日 ・ 講演会 ( 鋳銭司小学校） （１００人）

				    講演 ： 「いのちが喜ぶ時」 ～あなたがいるだけで～

				    講師 ： 阿波　ひろみ （心理カウンセラー）

	 　１月	１３日	 人権関連図書 6 冊購入
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○　名田島地区

	 １１月	１８日	 人権教育講演会　名田島小学校 （８０人）

				    講演 ： 「心を軽くする魔法」

				    講師 ： 高重　　翔 （マジシャン）

	 　２月	　６日	 人権啓発図書を掲載した地域　広報誌発行　全戸配布

○　秋穂二島地区

	 　６月	１７日	 人権教育講演会　二島小学校 （１５０人）

				    講演 ： 「AFPY」

				    講師 ： �大畑 洋平 （秋吉台青少年自然の家）、 十種ヶ峰青少年自然の家指導員

3 名

	 　６月	２５日	 秋穂二島地区人権学習推進協議会　二島地域交流センター （１７人）

	 　７月	２９日	 南部地区人権学習推進合同会議　小郡地域交流センター （１８人）

	 １２月	　３日	 人権関連図書１0 冊購入

○　嘉川地区

	 １２月	　７日	 嘉川地区人権学習推進大会 （９８人）

				    講演 ： 「本当に恐ろしいのは」 

				    講師 ： 永野　和代 （山口市原爆被害者の会）

○　佐山地区

	 　５月	２０日	 第 1 回人権学習推進協議会 （１４人）

	 　７月	２９日	 山口市南部地区人権学習推進合同会議 （１３人）

	 　８月	２６日	 第 2 回人権学習推進協議会 （１２人）

	 １０月	２３日	 佐山地区人権学習里づくり集会 （１６１人）

				    講演 ： 「一流サッカー選手に学ぶ　リスペクトする心　

				    　　　　　　　　　　　　　　　　　グローバルに生きぬくために」 

				    講師 ： 田中　陽子、 イ　ジョンウン （レノファ山口ＦＣレディース）

	 １２月	　４日	 広報誌　佐山人権の里だより配布

○　小郡地区

	 　６月	　３日	 第 1 回小郡地区人権教育推進協議会 （２５人）

	 １２月	　２日	 第 2 回小郡地区人権教育推進協議会 （２１人）

			   人権啓発標語作品審査会

	 　２月	　７日	 小郡地区 「２０２６教育特別講演会 ・ 最優秀作品表彰」

○　秋穂地区

	 　７月	３０日	 人権関連図書購入　秋穂小学校 （6 冊）

	 １１月	　８日	 人権教育講演会　　秋穂中学校 （２００人）

				    講演 ： 「個性を伸ばして生きる」

				    講師 ： 大橋　広宣 （和田山企画代表、 映画コメンテーター、 フリーライター）

	 　１月	２１日	 人権関連図書購入　大海小学校 （7 冊）

○　阿知須地区

	 　６月～９月	 人権に関する作品 （標語 ・ ポスター） 募集 （５９２人）

	 １１月	　２日	 人権に関する作品の表彰式 （８０人）

	 １１月	　４日～１２月１７日　人権に関する作品展示 （８００人）

	 　３月		 人権カレンダー作成 ・ 配布
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〇　徳地地区　

	 １２月	　７日	 徳地地区人権教育講演会 （３６人）

				    講演 ： 「ふる里の歴史から学ぶこと－徳地を救った隊中様－」

				    講師 ： 山田　文雄 （徳地史談会　会長）

〇　阿東地区

	 １０月	　８日	 人権教育講演会　阿東中学校 （８０人）

				    講演 ： 「こころとからだをみつめてみよう～いろいろな性のかたち」

				    講師 ： 今田　真樹 （山口県立下関南総合支援学校中学部　教諭）

			   人権関連図書 3 冊購入

(7)　 家庭と学校が連携した人権学習の活動

 幼稚園 ・ PTA の活動

○　仁保幼稚園

	 　６月	２１日	 仁保地区幼保小中地域人権学習会 （２００人）

				    講演 ： 「大いに笑い楽しく学ぶ～ 「人」 を大切にする言葉のつかい方～」

				    講師 ： 塚田　拓司 （由宇亭拓の輔）

○　小鯖幼稚園

	 　１月	２７日	 人権学習講演会 （３４人）

				    親子クッキング

				    講師 ： 松波 めぐみ

〇　大内幼稚園

	 　２月	　４日	 人権教育研修会 （２２人）

				    講演 ： 「家族のあたたかさや優しさ」

				    講師 ： 岡田　裕美 （ぐるるんぱ）

○　宮野幼稚園

	 　９月	１０日	 人権教育研修会 （１５人）

				    講演 ： 「ママもパパも体と心をリフレッシュ　ＶＯＬ． Ⅱ」

				    講師 ： 大井　悠子 （フィットネスクラブ Rookies）

○　吉敷幼稚園

	 　９月	２４日	 人権学習研修会 （5 人）

				    講演 ： 「幼児の食事で大切なこと～食べるって楽しいなを育てるために～」  

				    講師 ： 三井　洋子 （社会福祉法人　石井手保育園）

○　平川幼稚園

	 　６月	２７日	 人権教育研修会 （１１人）

				    講演 ： 「自分らしく輝くために」

				    講師 ： 大森　洋子 （国立大学法人　山口大学教育学部　教授）

○　山口みなみこども園

	 　２月	１６日	 人権教育研修会 （６１人）

				    演題 : 「お話の世界にふれよう」

				    講師 ： 岡田　裕美 （ぐるるんぱ）
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 小学校 ・ PTA の活動

○　大殿小学校　

	 １０月	　８日	 人権学教育演会 （２６０人） 

				    講演 ： 「いのちの性と生　

				    　　　　　～お互いを知ろう！大切にしよう！大殿小学校のみなさんへ～」  

				    講師 ： 申神　正子 （日本赤十字社　山口赤十字病院　第二産婦人科部長）

○　白石小学校

	 　６月	１２日	 人権教育講演会 （４０名）

				    講演 ： 「こどもの権利が育む親子のいい関係」  

				    講師 ： 杉山　美羽 （山口県社会福祉士会こども権利擁護推進委員会委員長）

○　湯田小学校

	 　１月	２２日	 人権教育講演会 （３６０人）

				    講演 ： 「今までを力に、 ありがとうを未来に」

				    講師 ： 森廣　賢吾 （栃木県立盲学校　教諭）

○　仁保小学校

	 　６月	２１日	 仁保地区幼保小中地域人権学習会 （２２０人）

				    講演 ： 「大いに笑い楽しく学ぶ～ 「人」 を大切にする言葉のつかい方～」

				    講師 ： 塚田　拓司 （由宇亭拓の輔）

○　小鯖小学校

	 １０月	１７日	 人権教育講演会 （１００人） 

				    講演 ： 「大いに笑い楽しく学ぶ～ 「人」 を大切にする言葉のつかい方～」

				    講師 ： 塚田　拓司 （由宇亭拓の輔）

○　大内小学校

	 １０月	　４日	 人権教育講演会 （２４０人）

				    講演 ： 「大いに笑い楽しく学ぶ～ 「人」 を大切にする言葉のつかい方～」

				    講師 ： 塚田　拓司 （由宇亭拓の輔）

○　大内南小学校

	 　９月	２７日	 人権教育講演会 （４５０人）

				    講演 ： 「ネットの世界にも心がある

				    　　　　　　～ことばのキャッチボールがつくるあたたかい学校～」

				    講師 ： 木村　太亮 （下松市教育委員会　生涯学習振興課　社会教育主事）

			   人権関連図書１１冊購入

○　宮野小学校

	 １０月	２３日	 人権教育講演会 （２８０人）

				    講演 ： 「誰もが生きやすい社会」

				    講師 ： 村上　忍 （Ｈａｐｐｙ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）

○　良城小学校 

	 　９月	２６日	 人権教育講演会 （４５０人）

				    講演 ： 「おこることは悪いこと？～自分の気持ちを上手につたえよう～」

				    講師 ： 小林　洋子 （coco-emi 代表）

○　平川小学校 

	 　１月	１６日	 人権教育講演会 （１８０人）

				    講演 ： 「個性を伸ばして生きる」
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				    講師 ： 大橋　広宣 （和田山企画代表、 映画コメンテーター、 フリーライター）

○　大歳小学校

	 １１月	２７日	 人権教育講演会 （２５０人）

				    講演 ： 「子どもを取り巻くネット社会」　

				    講師 ： 辻岡　博之 （やまぐち総合教育支援センター　ネットアドバイザー）

○　陶小学校

	 １０月	１０日	 人権教育研修会 （１５０人）

				    講演 ： 「～知ることの大切さ～その人らしく生きる」

				    講師 ： 堀川　玄太、 堀川　貴美子 （ウォーターアート®パフォーマー）

○　鋳銭司小学校 

	 １０月	　７日	 人権教育講演会 （１００人）

				    講演 ： 「いのちが喜ぶ時」 ～あなたがいるだけで～

				    講師 ： 阿波　ひろみ （心理カウンセラー）

○　名田島小学校

	 １１月	１８日	 人権教育講演会 （８５人）

				    講演 ： 「心を軽くする魔法」

				    講師 ： 高重　　翔 （マジシャン）

○　二島小学校 

	 　６月１７日	 人権教育講演会 （１５０人）

				    講演 ： 「ＡＦＰＹ」

				    講師 ： 大畑　洋平 （秋吉台青少年自然の家）、

				    　　　　　　　　　　　　十種ヶ峰青少年自然の家指導員 3 名

			   人権関連図書 3 冊購入

○　嘉川小学校

	 　９月	３０日	 人権教育講演会 （１８０人）

				    講演 ： 「LGBT 入門～全ての人が暮らしやすい社会～」

				    講師 ： 田中　愛生 （田中ゲイ企画）

○　興進小学校 

	 　２月	１３日	 人権教育講演会 （９１名）

				    講演 ： 「たいせつな人を守るための防災～災害時の小さな声に寄りそう～」

				    講師 ： 坂本　京子 （元テレビ山口アナウンサー）

○　佐山小学校

	 １０月	２３日	 人権教育講演会 （２００人）

				    講演 ： 「一流サッカー選手に学ぶ　リスペクトする心　

				    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グローバルに生きぬくために」

				    講師 ： 田中　陽子、 イ　ジョンウン （レノファ山口ＦＣレディース）

○　上郷小学校　

	 １０月	１８日	 人権教育講演会 （１８０人）

				    講演 ： 「あなたも私も大切な人だから

				    　　　　　　～みんなでジェンダーについて考えてみよう～」

				    講師 ： 原田　裕子 （ＮＰＯ法人山口女性サポートネットワーク相談員）

○　小郡南小学校　

	 　９月	１ １日	 人権教育講演会 （３３７人）
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				    講演 ： 「今、 子どもたちが危ない～ネット社会の光と影～」

				    講師 ： 古屋　伸浩 （山口市立宮野小学校　校長）

○　小郡小学校

	 １０月	１６日	 人権教育講演会 （５００人）

				    講演 ： 「心をそだてるって、 どんなこと？」

				    講師 ： 渡辺　二美子 （西佐波保育園　園長）

○　秋穂小学校　

	 １１月	　８日	 人権教育講演会 （１００人）

				    講演 ： 「個性を伸ばして生きる」

				    講師 ： 大橋　広宣 （和田山企画代表、 映画コメンテーター、 フリーライター）

	 １２月	２２日	 人権関連図書 3 冊購入

○　大海小学校

	 １１月	　８日	 人権教育講演会 （１５人）

				    講演 ： 「個性を伸ばして生きる」

				    講師 ： 大橋　広宣 （和田山企画代表、 映画コメンテーター、 フリーライター）

	 　１月	２１日	 人権関連図書 4 冊購入

○　阿知須小学校

	 　９月	２４日	 人権教育講演会 （１００人）

				    講演 ： 「命の大切さ」

				    講師 ： 原田　昌範 （山口県立総合医療センター　へき地医療支援センター）

○　井関小学校 

	 １０月	１０日	 人権教育講演会 （７７人）

				    講演 ： 「ネットとの上手なつきあい方」

				    講師 ： 辻岡　博之 （やまぐち総合教育支援センター　ネットアドバイザー）

			   人権関連図書 3 冊購入

○　中央小学校

	 １０月	１７日	 人権教育講演会 （１００人）

				    講演 ： 「ＡＦＰＹで、 かかわろう、 つながろう、 ひろげよう」

				    講師 ： 手嶋　泰寛 （岩国市立そお小学校　校長）

○　島地小学校

	 　９月	１２日	 人権教育講演会 （４０人）

				    講演 ： 「つながりの大切さ！」 ～ 「人」 を大切にする言葉のつかい方～

				    講師 ： 塚田　拓司 （由宇亭拓の輔）

○　八坂小学校

	 　９月	１９日	 人権教育講演会 （４２人）

				    講演 ： 「こころの重さ」

				    講師 ： 池上　雅代 （美祢市立秋芳桂花小学校　校長）

○　生雲小学校

	 　９月	１２日	 人権教育講演会 （２９人）

				    講演 ： 「会えてよかった」

				    講師 ： 伊川　利通 （山口市人権教育推進委員）

			   人権関連図書 4 冊購入
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○　さくら小学校 

	 　２月	２６日	 人権教育講演会 （４０人）

				    講演 ： 「～助産師と一緒に学ぶ～いのちの出前講座」

				    講師 ： いのちのキャラバン隊 「土佐姉妹」

○　徳佐小学校

	 １０月	　８日	 人権教育講演会 （８０人）

				    講演 ： 「こころとからだを見つめよう～いろいろな性のかたち～」

				    講師 ： 今田　真樹 （山口県立下関南総合支援学校中学部）

中学校 ・ PTA の活動

○　大殿中学校

	 １１月	　７日	 人権教育講演会 （３００人）

				    講演 ： 「ことばのあたたかさ」 

				    講師 ： 石川　雅子 （ＰＴＡ会長）

○　白石中学校 

	 １１月	　８日	 人権学習講演会 （３５０人）

				    講演 ： 「命の授業～ドリ－夢メーカーと今を生きる～」 

				    講師 ： 腰塚　勇人

○　湯田中学校

	 １１月	　８日	 人権教育講演会 （３２０人）

				    講演 ： 「人生はドラマ主人公はあなた～笑顔の花を咲かせよう～！」 

				    講師 ： 神﨑　泰宏

			   人権関連図書 4 冊購入

○　仁保中学校

	 　６月	２１日	 仁保地区幼保小中地域人権学習会 （１５０人）

				    講演 ： 「大いに笑い楽しく学ぶ～ 「人」 を大切にする言葉のつかい方～」

				    講師 ： 塚田　拓司 （由宇亭拓の輔）

○　宮野中学校

	 １１月	１０日	 人権教育講演会 （３００人）

				    講演 ： 「スマホ時代の君たちへ」

				    　　　　　　～情報化社会の光と影～

				    講師 ： 西村　康成 （山口市立宮野中学校　校長）

○　鴻南中学校

	 １１月	１２日	 人権教育講演会 （７６８人）

				    講演 ： 「外国人との共生社会の実現に向けて」

				    講師 ： 藤井　一憲 （山口県交際交流協会）

○　平川中学校

	 １１月	　４日	 人権教育講演会 （４００人）

				    講演 ： 「今を生きる」

				    講師 ： Ｌｉｎｏ （シンガー ・ ソングライター）

○　大内中学校

	 １１月	１４日	 人権教育講演会 （６５０人）

				    講演：「あなたも大切、 私も大切！～ 「人」 を笑顔にするコミュニケーション～」
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    講師 ： 塚田　拓司 （由宇亭拓の輔）

○　潟上中学校

 １１月 ７日 人権教育講演会 （１２４人）

    講演 ： 「障がいと共に生きる～車いすラグビーを通じて～」

    講師 ： 工藤　　徹 （車いすラグビーチーム福岡ダンデライオン所属）

○　二島中学校

６月 １ ７日 人権教育講演会 （１４７人）

    講演 ： 「ＡＦＰＹ」

    講師 ： 大畑　洋平 （秋吉台青少年自然の家）、

    　　　　　　　　　　　　十種ヶ峰青少年自然の家指導員 3 名

３月 ２４日 人権関連図書 4 冊購入

○　小郡中学校

 １２月 ５日 人権教育講演会 （７５０人）

    講演 ： 「弁護士によるいじめ予防教室」

    講師 ： 山口　正之 （弁護士）

○　川西中学校

６月 ６日 人権教育講演会 （２４０人）

    講演 ： 「ワクワクして生きる方法」

    講師 ： 小川　仁志 （山口大学　国際総合学部　教授）

○　秋穂中学校

 １１月 ８日 人権学習講演会 （１２０人）

    講演 ： 「個性を伸ばして生きる」

    講師 ： 大橋　広宣 （和田山企画代表、 映画コメンテーター、 フリーライター）

○　阿知須中学校

 １１月 １０日 人権教育講演会 （３５０人）

    講演 ： 「学校をポジティブにする方法」　

    講師 ： 宮木　秀雄 （国立大学法人 山口大学教育学部　准教授）

○　徳地中学校

１１月 １８日 人権教育講演会 （１３０人 )

    講演 ： 「こころのセンタク～いのちの喜ぶ方へ～」

    講師 ： 阿波　ひろみ （心理カウンセラー）、 マウンテンマウスまぁしぃ

○　阿東中学校

６月 ２８日 人権教育講演会 （６０人）

    講演：「思春期を歩むあなたたちへ伝えたい～親として大人として地域として～」

    講師 ： 熊丸　みつ子 （地域子育てアドバイザー ・ 家庭教育専門家）

○　阿東東中学校

 １０月 ８日 人権教育講演会 （８０人）

    講演 ： 「こころとからだをみつめよう～いろいろな性のかたち」

    講師 ： 今田　真樹 （山口県立下関南総合支援学校中学部）
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市民一人ひとりが、自由で多様な価値観
を尊重する地域社会の創造をめざします

市民一人ひとりが、社会の一員として等し
く参加・参画できる地域社会の創造をめ
ざします

市民一人ひとりが、相互に理解･尊重し共
通の目的に向かい共に取り組む地域社会
の創造をめざします

いのち
（生命）

じゆう
（自由）

びょうどう
（平等）

きょうどう
（協働）

市におけるあらゆる行政分
野で、人権尊重の理念を基礎
とした取り組みを推進

家庭、地域、職場、学校など
において、人権教育・啓発活
動を推進

国、県等の行政機関及び民間団体等との連携
を図り、相互の協力体制を強化した幅広い取
組を推進

相談機関の充実や周知を図るとともに、国、
県、関係機関を含めた、それぞれの相談機関
がネットワーク化を図るなど連携強化を推進

山口市人権施策推進審議会 山口市人権推進本部会議 山口市人権教育推進委員会

人権施策の推進について
の意見の聴取・調査・審議

関係部局相互の連携・推進

男女共同参画、子ども、高齢者、障が
い者、同和問題、外国人、感染症患者
等、ハンセン病問題、罪や非行を犯し
た人、プライバシー保護、インフォー
ムド・コンセント推進、インターネット、
犯罪被害者保護、拉致問題、性の多
様性、働く人、その他の人権問題を具
体的に取り組むべき分野別人権課題
として諸施策を推進

人権施策を推進するための方向性や方策を
示すものである
（役割）
・あらゆる行政分野で人権施策を推進
・市民、民間団体、企業等との参加・参画と協
働のもとに推進する

期　　間

平成30年度から令和9年度までの10年
間とする

　人権教育を総合的かつ
効果的に推進

性　　格

 ～市民一人ひとりが人権を
尊重するまちをめざして～

基本理念

誰もがお互いに認め合い、「市民一人ひとり
が人権を尊重するまち」の実現に向け、総合
的に人権に関する取り組みを推進する

キーワード

市民一人ひとりが、かけがえのない尊い
「いのち」を大切にする地域社会の創造を
めざします

推進体制

人権を尊重した行政の推進 人権教育・啓発の推進 分野別施策の推進

 ～市民一人ひとりが人権を
尊重するまちをめざして～

国、県、民間団体等との連携 相談・支援体制の充実
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１ 指針改定の趣旨

  平成23年３月、本市の人権施策を総合的に推進するための方向性や方策等を示す「山口市人権推進指

針」を策定し、これまで、国、県、関係機関や関係団体との連携のもと『市民一人ひとりの人権が尊重されたま

ち』の実現に向け、総合的な人権施策の推進に取り組んできました。

  しかしながら、今日の社会におきましては、社会情勢の変化などに伴い、人権問題も複雑・多様化してきて

おり、地域に密着したきめ細かい人権施策の推進が求められております。このような中、平成28年９月に実

施した「人権に関する市民意識調査」の結果も踏まえ、「山口市人権推進指針」の見直しを行い、引き続き、人

権施策を総合的に推進していきます。

２ 指針の性格・期間

  この指針は、本市の人権施策を推進するための方向性や方策等を示す基本指針とし、「第二次山口市総

合計画」をはじめ、「第二次山口市総合計画」に基づく部門別基本計画等の推進にあたっては、本指針の趣旨

に沿った取り組みを行うこととしています。

  指針の期間は、平成30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）までの 10年間とします。

３ 改定の経過

平成28年度に市民意識調査を実施し、現状を把握するとともに、市民や学識経験者等で構成される市人

権施策推進審議会を６回開催し、様々な提言を踏まえて素案を作成、市人権推進本部における審議により案

を決定しました。その後、市民意見の募集（パブリック・コメント）を行った後、指針を改定しました。

４ 基本理念・キーワード

⑴ 基本理念  この指針においては、誰もがお互いに認めあい、『市民一人ひとりが人権を尊重するまち』

の実現に向け、総合的に人権に関する取り組みを推進することを基本理念とします。

⑵ キーワード 基本理念に基づいた様々な取り組みを進めるため、いのち（生命）・じゆう（自由）・びょうど

う（平等）・きょうどう（協働）という４つのキーワードを定めて、諸施策を推進します。

人権教育・人権啓発の推進

『市民一人ひとりが人権を尊重するまち』の実現に向けて、家庭、地域、職場、学校などにおいて、市民、ＰＴ

Ａ及び地域人権学習推進組織等と連携しながら、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき策

定された「人権教育・啓発に関する基本計画」及び「山口県人権推進指針」を踏まえ、人権教育・啓発活動を総

合的かつ効果的に推進します。

行政における取り組み 市におけるあらゆる行政分野で人権尊重の理念を基礎とした取り組みを推進します

学校における取り組み 子どもの発達段階に即し、幼稚園を含めた学校の教育活動を通して、人権尊重の意

識を高め、一人ひとりを大切にする人権教育を組織的・計画的に推進します。

地域社会における取り組み 人権意識の高揚を目指し、市民、民間団体、企業・事業所等との連携を図りなが

ら、地域社会における学習機会の充実に努めます。

相談・支援体制の充実 法務局等相談機関と連携し、相談機関等に関する情報の提供に努めます。

分野別施策の推進

男女共同参画に関する問題、子どもの問題、高齢者の問題、障がい者の問題、同和問題、外国人の問題、

感染症患者等の問題、ハンセン病問題、罪や非行を犯した人の問題、プライバシー保護の問題、インフォーム

ド・コンセント推進の問題、インターネットによる問題、犯罪被害者保護の問題、拉致問題、性の多様性の問題、

働く人の問題、その他の人権問題を具体的に取り組むべき分野別人権課題として諸施策を推進します。
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【施策 ５－３】  人権を尊重し、あらゆる人が自分らしく活躍できる共生社会の推進

【施策のねらい】  一人ひとりの人権が大切にされるとともに、職場・家庭・地域における男女共同参画が一層

進み、地域社会の創造性が高まり、働き方等も多様化しています。

【施策を取り巻く現状と課題】 今日の社会においては、男女共同参画・同和・子ども・高齢者・障がい者・外国

人・罪や非行を犯した人・罪被害者・感染症患者・性的少数等の差別問題だけでなく、政治的要因・経済的要

因・社会的要因等による、いじめ問題・情報通信メディア人権侵害・プライバシー保護・DV対策・拉致問題等、

人権も複雑化・多様化してきています。

また、近年本市に居住する外国人市民は増加傾向にあり、その籍も多様化しているなど、言語や文化の異

なる外国人市民が多数居住されていことから、互いの文化や価値観を認めながら理解し合える「多文化共生

社会」を構築する必要性が高まっています。

国、県、民間団体等との緊密な連携もと、家庭、学校、地域社会、職場など、様々な場において、一人ひとり

の人権が尊重され、あらゆる人が自分らしく活躍できる共生社会の実現に向け、男女共同参画の推進や人

権啓発、相談・支援体制の充実など、幅広い取り組みの推進が必要です。あわせて、外国人市民が地域の一

員として暮らしやすく、活躍できる多文化共生社会の意識を更に浸透させる取り組みの推進が必要です。

■数値による施策の目指す方向性

施策の成果指標

成果指標名 単位 基準値

H29(2017)年

中間実績値

R4（２０２2）年

最終目標値

R9(2027)年

男女共同参画が実現されていると思う市民の割合
％ 50.3 35.2 70.0

人権が尊重されているまちであると思う市民の割合
％ 67.8 64.9 78.0

多様な人材が地域や職場等で分け隔てなく受け入れ

られていると思う市民の割合
％ ― 45.8 56.0

■基本事業

基本事業名 基本事業のねらい

１ 人権意識の向上 市民一人ひとりがしっかりと人権尊重の意識を持ち、性別や年齢、国籍等に関

わらず、あらゆる人々が、共に安心して暮らしています。

２ 人権擁護の啓発・推進 市民の人権に関する悩みや不安が軽減しています。

３ 男女共同参画の推進 男女共同参画意識が定着し、男女が社会のあらゆる分野で平等に参画してい

ます。

４ 多文化共生の推進 全ての人々が、地域の構成員として支えあい、国際理解など、互いの文化や価

値観を尊重し、自らの能力を十分に生かしながら安心して豊かな暮らしを送っ

ています。

■部門計画

「山口市人権推進指針」、「第3次山口市男女共同参画基本計画」、「第二次山口市国際化推進ビジョン」
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山口市人権施策推進審議会条例

平成20年12月9日

条例第54号

(設置) 

第1条 市民一人ひとりの人権が尊重されたまちづくりに向け、人権に関する施策について審議するため、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第138条の4第3項の規定に基づき、山口市人権施策推進審議会（以下「審

議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 人権に関する施策の基本方針に関すること。

(2) 人権に関する施策の推進に関すること。

2 審議会は、前項に掲げるもののほか、人権施策の実施に関し、市長に意見を述べることができる。

（委員）

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 人権に関する団体の代表者

(3) 公募による市民

（任期）

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

（会長及び副会長）

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第6条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並

びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）

第7条 審議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

（委任）

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

  附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。
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山口市人権教育推進委員会設置規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨) 

第1条 この規則は、人権教育を総合的かつ効果的に推進するため、山口市教育委員会(以下「教育委員会」と

いう。)が設置する山口市人権教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織、職務その他の事項に関

し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推進委員会は、山口市人権教育推進委員(以下「推進委員」という。)をもって構成する。

2 推進委員は、次に掲げる者から教育委員会が委嘱する。

(1) 市内の各地区で人権教育活動をする者

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる者

3 推進委員会に会長及び副会長各1名を置く。

4 会長及び副会長は、推進委員の互選によって定める。

5 会長は、推進委員会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 推進委員は、非常勤とする。

(定数) 

第3条 推進委員の定数は、50人以内とする。

(業務及び職務) 

第4条 推進委員会の業務及び推進委員の職務は、人権教育の推進に関し、基本的人権の正しい理解及び学

習を通して、次のことを行う。

(1) 推進委員会の業務

ア 定例協議会の開催

イ 推進委員研修会の開催

ウ 人権教育推進体制の確立

エ アからウまでに掲げるもののほか、必要な事項

(2) 推進委員の職務

ア 人権教育研修会、協議会における指導助言

イ 人権教育に関する相談活動

ウ 人権教育関係の事業への企画及び運営に関する助言

エ アからウまでに掲げるもののほか、人権教育にかかわる事項

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(研修) 

第6条 推進委員は、常にその職務を行うため必要な研修に努めなければならない。

(秘密保持) 

第7条 推進委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他) 

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日) 

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(任期の特例) 

2 平成17年10月1日に委嘱される推進委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までと

する。
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山口市人権教育推進委員名簿

(令和８年4月1日～令和１０年3月31日）

地   区 氏  名 地  区 氏   名

北

部

地

区

徳 地
藤 本 邦 夫

南

部

地

区

陶
伊 藤 健 司

岡 本   茂 中 野 光 昭

阿 東
松 浦 富 子

鋳銭司
内 田 陽 三

山 本   優 野 村 恵美子

仁 保
砂 田 浩 治

名田島
林  義 正

須 子 亮 子 山 下 宏

小  鯖
三 輪 裕 明

二  島
村 中 勝 美

古 屋 純 子 中 原 俊 和

大  内
谷 岡 康 幸

嘉  川
伊 川 利 通

市 川 博 子 山 本 京 子

宮  野
徳 万 孝 治

佐  山
友 清 三枝子

河 村 千 尋 西 村 和 子

大  殿
伊 達   巧

秋 穂
安 光 忠 彦

福 永 俊 明 松 本 幸 雄

中

部

地

区

白 石
倉 増 明 道

阿知須
國 平   徹

神 保 俊 彦 村 田 和 子

湯 田
岩 田 夕 輝

小 倉 知 治

吉  敷
河 村 靖 彦

清 德 睦 美

平  川
椙 山 智 昭

有 元 幸 子

大  歳
宮 成 眞 澄

和 田 芳 江

小 郡
𠩤𠩤𠩤𠩤 田 茂 樹

安 田 和 子

− 30 −



＜昭和60年6月28日施行＞

＜最新附則 令和５年６月３０日＞

山口市企業・職場人権学習連絡協議会規約

(目的)

第1条 本会は、一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会の実現をはかるため、企業・職場の社会的

責任と自覚のもとに、自企業・職場及び会員相互が連携して、公正な採用の促進、企業内研修の充実、セクシ

ュアル・ハラスメントの根絶など企業内における人権尊重の確保や自主的・計画的な啓発活動及び男女共同

参画を推進することを目的とする。

(名称) 

第2条 本会は、山口市企業・職場人権学習連絡協議会という。

(事業) 

第3条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 企業・職場内人権学習に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に関すること。

（３） 会員相互の交流及び情報交換に関すること。

(４) 研修会、研究会、講演会等の開催に関すること。

(５) その他、本会の目的達成に必要なこと。

(会員)

第4条 本会の会員は、山口市内の企業・職場で本会の趣旨に賛同するものをもって構成する。

(役員及び任期) 

第5条 本会の運営を図るため会長1名、副会長1名、理事若干名及び監事2名(以下、「役員」という。)を置き、

役員は、総会において会員の中から選出する。

2 任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。

3 役員が任期途中に異動により交替した場合、後任者が前任者の残任期間の職務を行う。

4 役員は、任期満了後においても、後任者が選出されるまでは、前任者が引き続き職務を行う。

(会議) 

第6条 会議は総会及び理事会とし、会長が招集する。

2 総会は、年１回開催する。ただし、会長が必要と認める場合は、臨時総会を開催することができる。

3 会議の議長は会長が務め、会長が不在のときは副会長が代理する。

(総会) 

第7条 総会は、次の事項を審議し決定する。

(1) 事業報告、決算に関すること。

(2) 事業計画、予算に関すること。

(3) 役員の承認に関すること。

(4) 規約の改正に関すること。

(5) その他理事会で必要と認めたこと。

(会費)

第8条 本会の経費は会費、助成金その他をもって充てる。

2 会費は、別に定める。

(事業年度) 

第8条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事務局) 

第9条 本会の事務を処理するため事務局を設ける。

2 事務局は、山口市地域生活部人権推進課に置く。

(その他) 

第10条 その他必要なことは、理事会において定める。

  附則 （略）
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＜平成18年４月１日施行＞

＜最新附則 令和８年4月1日＞

山口市人権推進本部設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成12年法律第147号）の基本理念に基づ

き、山口市人権推進本部（以下「本部」という。）を設置し、市民すべての人権が尊重された心豊かな地域社会

の実現に向け、人権に関する総合的な取り組みを推進することを目的とする。

(所掌事務) 

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人権推進施策に係る重要事項に関すること。

(2) 人権教育及び人権啓発に係る事業の連絡並びに調整に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員、調整員及び部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は教育長、上下水道事業管理者及び地域生活部長をもって充てる。

3 本部員、調整員及び部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務) 

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受けて本部の事務を掌理する。

4 調整員及び部員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

(会議) 

第5条 本部の会議は、本部会議及び調整会議とする。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

4 調整会議は、調整員をもって構成する。

5 調整会議は、本部長の命を受け地域生活部次長が招集し、地域生活部次長が議長となる。

(事務局連絡会議) 

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、事務担当者で構成する事務局連絡会議を設置し、本部の所掌

事務に関する事項について調査研究をさせることができる。

(庶務) 

第7条 本部の庶務は、地域生活部人権推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附則 （略）

別表 (略)
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山口市同和教育・人権教育のあゆみ

第Ⅰ期(昭和27年～33年) 

・ 昭和27年

県：第1次同和教育の基本方針策定

市：一部同和地区有志による実践の時期

同和地区児童生徒の生活実態の中から生徒指導に視点を当てた同和教育の必要性を重視し実践を始め

る。

・ 昭和33年

同和地区の一部の保護者が同和教育実践のためPTA(地区)の組織をつくる。

これに同調した一部教師も加わり、同和教育の出発点となる。

湯田小学校職員が、はじめて同和教育研修会に参加(県主催)

第Ⅱ期(昭和34年～43年) 

※ 同和地区を持つ学校における同和教育の取り組みの時期

同和地区PTA組織・同和地区住民と教師が手をつなぎ同和教育が始まる。隣接地域の理解や協力が得られ

ない状況の中での同和教育の取り組みであった。

・ 昭和34年

湯田小学校が文部省・県・市の同和教育指定校となる。

湯田中学校が県同和教育協力校となる。

・ 昭和35年

同和教育推進モデル地区(文部省指定)

・ 昭和36年

同和対策審議会に総理大臣諮問

・ 昭和38年

湯田中学校が県の同和教育指定校となる。

・ 昭和40年

同和対策審議会答申

湯田中学校に生徒指導主事を配置(同和地区のある学校配置指導主事制発足に伴うもの･･･県)

・ 昭和41年

湯田中学校が文部省・県・市同和教育指定校

同和地区婦人部と市連合婦人会幹部研修交流会

・ 昭和42年

山口市同和対策審議会発足

潟上中学校に生徒指導主事配置

山口市教育研究会に同和教育部会ができる。

・ 昭和43年

陶小学校・潟上中学校が県・市同和教育指定校になる。

(情操教育・生徒指導中心とした)

教育委員会に学校同和教育担当指導主事配置

隣保館の設置

第Ⅲ期(昭和44年～49年)

※ 山口市が文部省の同和教育推進地域指定を受けたのを契機に啓発活動が始まる。

・ 学校教育：同和教育のすすめ、副読本の活用の研修

同和教育の確立をめざす。

保護者との連携による同和教育の呼びかけ

・ 社会教育：啓発事業の実施(講演会)
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・ 昭和44年

同和対策事業特別措置法施行(10年間)

同和教育資料「同和教育のすすめ」第1集の発行

市報に「同和教育を考える」掲載開始

・ 昭和45年

学力促進学級を湯田中学校職員の奉仕で開設

・ 昭和46年

同和問題講演会を市内2地区にわけて実施

民生委員の同和教育研修会開催

・ 昭和47年

教育委員会に社会同和教育担当指導主事配置

・ 昭和48年

同和教育講演会開催

山口市同和教育推進委員会設置

同和対策推進強調週間に係るポスター・標語(県)

・ 昭和49年

集会所落成

第Ⅳ期(昭和50年～平成元年) 

※ 社会教育団体による研修開始の時期

・ 昭和50年

隣保館設置

集会所落成

学力促進学級を陶小学校・潟上中学校・地元有志の手で開設

・ 昭和51年

集会所落成

・ 昭和52年

指導者の養成

社会教育関係団体及び公民館の各種学級・講座の中に同和教育を位置付ける。

・ 昭和54年

同和対策事業特別措置法(3年延長)

・ 昭和56年～61年

市民同和教育講座(5会場)

・ 昭和57年

地域改善対策特別措置法(5年間)

・ 昭和58年

同和対策推進強調週間に係る生徒作品募集

・ 昭和59年

ブロック別同和教育開始

・ 昭和60年

山口市社会同和教育指導者養成講座始まる。

山口市企業・職場同和教育連絡協議会発足

・ 昭和61年

大歳地区同和教育推進協議会発足

・ 昭和62年

地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(略称：地対財特法 5年間)

山口市同和教育推進大会開始

・ 昭和63年

社会教育課に同和教育室設置

同和対策推進強調週間に係る生徒作品募集
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第Ⅴ期(平成2年～平成13年) 

※ 地域ぐるみの同和教育の推進

・ 平成2年

山口市同和教育研究指定校・推進指定地区制を実施

湯田地区同和教育推進協議会発足

仁保地区同和教育推進協議会発足

佐山地区人権学習推進協議会発足

・ 平成3年

嘉川地区人権学習推進協議会発足

吉敷地区人権学習推進協議会発足

・ 平成4年

地対財特法(5年間延長)

宮野地区人権学習推進協議会発足

白石地区人権学習推進協議会発足

鋳銭司地区人権学習推進協議会発足

・ 平成5年

社会教育課を生涯学習課と改称

大内地区人権学習推進協議会発足

山口社会同和教育指導者養成講座を社会同和教育市民講座と改称

・ 平成7年

小鯖地区人権学習推進協議会発足

平川地区人権学習推進協議会発足

大殿地区人権学習推進協議会発足

社会同和教育市民講座を基礎講座・中級講座・指導者養成講座の3講座に分ける。

・ 平成8年

名田島地区人権学習推進協議会発足

陶地区同和教育推進協議会発足

秋穂二島地区人づくり学習推進協議会発足

・ 平成9年

地対財特法の一部を改正する法律(5年間)

山口市同和教育・人権学習推進連絡協議会設立

社会同和教育市民講座を講座1、講座2、講座3とする。

・ 平成10年

山口市人権に関する学習講座を行う。

・ 平成11年

人権擁護推進審議会の答申(教育・啓発について)

学力促進学級終了(2月25日)

県補助事業の終了

・ 平成12年

山口市小・中学校実践事例集(第26集)の編集(隔年)

山口市同和対策審議会へ「同和行政に係る法期限後の対応について」を報告し、了承を得る。

・ 平成13年

人権擁護推進審議会の答申(人権救済制度について)

山口県人権推進指針の策定(平成14年3月)

地対財特法の一部を改正する法律の終了、一般対策への移行
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第Ⅵ期(平成14年～) 

※ 人権教育(学習)への移行

・ 平成14年度

山口市同和教育推進委員設置等に関する規則の一部改正(4月1日)

「山口市同和教育推進委員」から「山口市人権学習推進委員」へ

社会同和教育市民講座1・2・3と山口市人権に関する学習講座を統合し、山口市人権学習講座(8講座)を

開設(4月1日)

山口市企業・職場同和教育連絡協議会規約の一部改正(6月7日)

「山口市企業・職場同和教育連絡協議会」から「山口市企業・職場人権学習連絡協議会」へ

地区同和教育・人権学習推進協議会の名称変更等

仁保地区同和教育推進協議会から仁保地区人権学習推進協議会へ

大歳地区同和教育推進協議会から大歳地区人権学習推進協議会へ

陶地区同和教育推進協議会から陶地区人権学習推進協議会へ

秋穂二島地区人づくり学習推進協議会から秋穂二島地区人権学習推進協議会へ

山口市同和教育・人権学習推進連絡協議会規約の一部改正(2月4日：平成15年4月1日施行)

「山口市同和教育・人権学習推進連絡協議会」から「山口市人権学習推進連絡協議会」へ

・ 平成15年度

山口市人権学習推進委員設置等に関する規則の一部改正(4月1日)

・ 平成17年度

1市4町(山口市・小郡町・秋穂町・阿知須町・徳地町)合併(10月1日)

1市4町合併に伴う規則・要綱の失効(山口市人権学習推進委員設置等に関する規則、小郡町人権教育推

進委員設置等に関する規則、秋穂町人権教育推進委員会規則、阿知須町人権教育推進委員会設置規則、

山口市人権推進本部設置要綱)

山口市人権教育推進委員会設置規則の施行(10月1日)

・ 平成18年度

山口市人権推進本部設置要綱の施行(4月1日)

山口市小郡人権教育推進協議会(4月1日)

秋穂地区人権教育推進協議会(4月1日)

阿知須地区人権教育推進協議会発足(6月27日)

・ 平成19年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正(4月1日)

徳地地区人権教育推進協議会発足(8月30日)

山口県人権推進指針「分野別施策の推進」の改定（6月）

山口県教育委員会「人権教育の推進にあたって」の改定（12月）

山口県教育委員会「人権教育推進資料」の改定（12月）

・ 平成20年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正(4月1日)

山口市人権施策推進審議会条例の制定（12月）

人権に関する意識調査実施（2月～3月）

・ 平成21年度

山口市人権施策推進審議会設置（6月）

山口市・阿東町合併（1月16日）

・ 平成22年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正(4月1日)

阿東地区人権学習推進協議会発足（1月27日）

山口市人権推進指針策定（3月）
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・ 平成23年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

湯田地区同和教育推進協議会から湯田地区人権学習推進協議会へ（6月）

山口県人権推進指針の改定（3月）

山口県教育委員会「山口県人権教育推進資料」の作成（3月）

・ 平成24年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

・ 平成25年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

・ 平成26年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

・ 平成27年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

・ 平成28年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

・ 平成29年度

山口市人権推進指針改定（3月）

山口隣保館建て替え工事完了

陶隣保館改築工事完了

・ 平成30年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

・ 平成31年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

・ 令和２年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

・ 令和３年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

・ 令和４年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

・ 令和５年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

山口市企業・職場人権学習連絡協議会規約の一部改正（6月30日） ＊第1条に「男女共同参画」を追加

「山口市犯罪被害者等支援条例」令和5年10月4日施行

「山口市犯罪被害者等見舞金の支給に関する要綱」令和5年10月4日施行

・ 令和6年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）

「山口市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」令和6年4月1日施行

「山口市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」の一部改正（９月１日）

・ 令和７年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（４月１日）

・ 令和８年度

山口市人権推進本部設置要綱の一部改正（4月1日）
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山口市同和教育・人権教育研究推進校のあゆみ

山口市同和教育研究推進校一覧

年 度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度

学 校
平川小学校

潟上中学校

湯田小学校

大内中学校

鋳銭司小学校

白石中学校

嘉川小学校

湯田中学校

佐山小学校

湯田中学校

大内南小学校

大殿中学校

年 度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度

学 校

大殿小学校

陶 小 学 校

二島中学校

二島小学校

名田島小学校

平川中学校

良城小学校

興進小学校

川西中学校

仁保小学校

大歳小学校

宮野中学校

小鯖小学校

白石小学校

仁保中学校

大内小学校

宮野小学校

鴻南中学校

※ 平成13年度で山口市内小学校(18校)、中学校(11校)すべてが実施(一巡)し、平成14年度からは人権教

育研究推進校として小・中学校各1校に委託する。

山口市人権教育研究推進校一覧

年 度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

学 校
湯田小学校

湯田中学校

平川小学校

二島中学校

小鯖小学校

宮野中学校

小鯖小学校

潟上中学校

大内南小学校

宮野中学校

宮野小学校

宮野中学校

年 度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

学 校
宮野小学校

大殿中学校

平川小学校

大殿中学校

上郷小学校

鴻南中学校

柚野木小学校

小郡中学校

阿知須小学校

平川中学校

徳佐小学校

大内中学校

年 度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

学 校
鋳銭司小学校

仁保中学校

小郡小学校

仁保中学校

さくら小学校

阿知須中学校

秋穂小学校

阿東東中学校

中央小学校

阿東中学校

大歳小学校

川西中学校

年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和６年度 令和７年度

学 校
上郷小学校

川西中学校

鋳銭司小学校

二島中学校

仁保小学校

白石中学校

大殿小学校

秋穂中学校

陶小学校

潟上中学校

名田島小学校

徳地中学校

年 度 令和８年度

学 校
島地小学校

徳地中学校

− 38 −



         (��)

              ����� 山口市人権啓発����

              ���� ����� �� 山� �� ��

令和8年度

～市民一人ひとりが人権を
　　　　　

尊重するまちをめざして～

山口市・山口市教育委員会

山口市の人権教育・啓発山口市の人権教育・啓発




